
→和 6年 支  寿 6回管理組合理事会 議事録

管f里 組 合理事長  今井 友也

O磨  時  令千い キ lど 月二11i!上 1 151oO～ 16!30

■場  |,千   羽声H!兵 会iFr 拝室

3出席■  理事業荘キ委員 1定 数 51今十、牧野、藤原 、と坂 1書記 ,

監事 (定 数 21

佳協委員求ギ事 it牧 51+!原、柴用、六欠保、鳴尼、有す||

管理ホ比合とブ、現れ 第 8章理事会 務 42条に基づき理 学会の議事 iま 出席理事寺の 2-う 去上デ,

多数で 可決 i

l)報 各事項

0 建築協定委 其会 ttり 、建築協 rL書第 7条 第 6項 「建築物に関する基準 !た 違反 してぃる
にセ 2声 に東!し 、 ■月中に書類送付にて是正請求を行 う点について、委員長か ら報告が
あつた。 また書類 作成 iこ あた り、建築協定委員会の印鑑 を作成依頼があ り、これ を了承
した.

翁 会計より報告はな し

$ 宇治市夕`ヽ残余預 金寄付 を打診 した結果、キ付を受けることは難 しヽヽとの返容が得 られた
ことが理事長 よ り報キ された _

C 区分所有法第 56条 が残余財産の処分■法選択に及ぼす影響につヤヽて、理 事長 より部告
があった,

む 管理対合法人解散後の建築協定運営委其会の運営について、町すギ会に寄付 を行↓ヽ、露3~内
会 とは独立 t/た 体制の建築協定運営委員会に

'駒

‐
内会か ら予算的なサポー トを受 !す る形 を

町内会に下打支)合 わせ として打診 したが、 「建築協定運営委員会の運営の独立性 に懸念
が残 る」 との意 見を頂いたことが理事長 より報告 された.

2)議事

e ttR告事項第 5回管理納 命理事会議事録の確認 を し、lrTH覧 資料 とした。
e 管理組合解散後の残余 Fを 産の処分方法につヽヽて、報告のあった宇治市か らの丘f答 、

「
l法

書士との7F談
結果 (榊 談継続中)に基づき、残余財産の処分方法について検討 を進 め

た。その結果、町内住民に問題 を周知 し、選択 していくに !ま 時蘭が必要 tこ なるため、残
余財産を保持 した現在の状態を維持 していく方向を確語 したt

e 次期理事候補選出依頼 を配布 し 2月 と的に回収する事を確認 した。

以 上



羽戸山町内会各位

令和 7年 2月

羽戸山子供会

子供会からのお知らせ

立春の候、皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

平素は、子供会活動にご理解 とご協力を賜 り、誠に有難 うございます。

さて、今年度忠室名の 6年生が小学校を卒業 し、子供会から退会 されます。ささやか

ながら子供会より記念品を贈呈いた しますことを、ここにご報告申し上げます。

また、来年度 「令和 7年度子供会名簿Jの作成をいたします。令和 7年 4月 に小学

校入学予定の方は、下欄にご記入いただけますよう、よろしくお願いいたします。

【令和 7年 4月 小学校入学予定者】

住宅番号
(よ みがな)

入学者氏名
性別 保護者氏名

以  上

回 覧


